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船舶事故調査報告書 

 

                              平成２８年６月２３日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                            委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 被引浮体搭乗者負傷 

発生日時 平成２７年８月２２日 １６時００分ごろ 

発生場所 福岡県福岡市志賀
し か

島海水浴場東方沖 

  志賀島北防波堤灯台から真方位１２５°２６０ｍ付近 

  （概位 北緯３３°３９.８′ 東経１３０°１９.２′） 

事故の概要  水上オートバイ VIW Ⅱは、２人を乗せた浮体をえい
．．

航しながら遊

走中、浮体が横転して搭乗者１人が負傷した。 

事故調査の経過 平成２７年８月２６日、本事故の調査を担当する主管調査官（門司

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

水上オートバイ  VIW Ⅱ、０.１トン 

 ２９０－６２１０５福岡、個人所有 

 ２.８５ｍ（Lr）×１.０６ｍ×０.４３ｍ、ＦＲＰ 

 ガソリン機関、２１３kＷ、平成２３年８月 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ２６歳 

特殊小型船舶操縦士 

   免許登録日 平成２６年８月２５日 

   免許証交付日 平成２６年８月２７日 

           （平成３１年８月２６日まで有効） 

搭乗者Ｂ 女性 ２０歳 

 死傷者等 重傷  １人（搭乗者Ｂ） 

 損傷 なし 

 気象・海象 気象：天気  晴れ、風向  北北西、風力  ３、視界  良好 

海象：波高  約３０～４０cm 

 事故の経過 本船は、船長が１人で乗り組み、‘同僚（以下「搭乗者Ａ」とい

う。）及び同僚の友人である搭乗者Ｂが乗った８の字型浮体’（以下

「本件浮体」という。）を、長さ約１８.２ｍのえい
．．

航索を使用してえ
．

い
．
航し、志賀島海水浴場東方沖で遊走を行っていた。 

船長は、振り向いて本件浮体の状況を確認しながら、約３０km/h

の速力で遊走を続けていたところ、遊走開始から約１０～１５分が経

過した平成２７年８月２２日１６時００分ごろ、大きく右旋回した際
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に本件浮体が本船の航走波上で横転したことを認めて停船した。 

船長は、搭乗者Ｂが負傷している様子を認めて水上オートバイから

降り、搭乗者Ｂを担いで泳ぎ、出発地の海岸に戻った。 

搭乗者Ａは、１１９番通報して救急車を要請した。 

搭乗者Ｂは、病院に救急搬送された後、左上腕骨螺旋
ら せ ん

骨折の診断を

受けて約２か月間入院し、約８か月間のギプス固定による治療が施さ

れた。 

（付図１ 事故発生場所概略図 参照） 

 その他の事項 船長は、水上オートバイの操縦経験が２回であり、浮体をえい
．．

航し

ての操縦は、本事故当日が初めてであった。 

船長は、本件浮体の搭乗者に女性である搭乗者Ｂが含まれていたの

で、過大な速力とはせず、急旋回を行わないよう留意していた。 

本件浮体には、８か所に取っ手が付いており、形状は、概略で次図

のとおりであった。（図１参照） 

 

 

 

 

 

図１  本件浮体概略図 

搭乗者Ｂは、本事故発生前の遊走中、本件浮体の前部に座り、右手

で右前の取っ手を、左手で左後ろの取っ手をそれぞれつかんでいた

が、落水時に取っ手をつかんでいたかどうかは記憶していなかった。 

搭乗者Ｂは、浮体に乗っての遊走が初めてであり、当初、遊走を楽

しんでいたところ、速力が過大又は急旋回を生じるなどの事象を生じ

た訳ではないが、途中から遊走そのものを若干怖いと感じるようにな

り、搭乗者Ａにその旨を伝えたものの、船長には伝えなかった。 

船長、搭乗者Ａ及び搭乗者Ｂは、救命胴衣を着用していた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

不明 

なし 

なし 

本船は、志賀島海水浴場東方沖において、本件浮体をえい
．．

航して遊

走中、右旋回を行った際、遠心力によって左方に振られた本件浮体が

本船の航走波上で横転したことから、搭乗者Ｂが落水して負傷したも

のと考えられる。 

搭乗者Ｂは、本件浮体が横転して落水した際、左上腕骨螺旋
ら せ ん

骨折に

至った可能性があると考えられるが、その状況を明らかにすることは

できなかった。 

原因   本事故は、本船が、志賀島海水浴場東方沖において、本件浮体をえ
．

進行方向 
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い
．
航して遊走中、右旋回を行った際、遠心力によって左方に振られた

本件浮体が本船の航走波上で横転したため、搭乗者Ｂが落水したこと

により発生したものと考えられる。 
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付図１  事故発生場所概略図 
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（平成２７年８月２２日  １６時００分ごろ発生） 

志賀島海水浴場 
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